
農業委員・農地利用最適化推進委員の 

推薦及び応募の受付について 

 
農地法に関する業務を推進する農業委員・農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」

という。）の推薦及び募集を行います。なお、推薦及び応募をしていただいても、必ずし

も委員に確定するとは限りませんので、ご了承ください。 

 

 ○農業委員に関する事項 

 ・対 象    農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関し、そ

の職務を適切に行うことができる人。 

 ・主たる業務  ①農地法等に関する許認可業務 

         ②毎月の農業委員会総会及び研修会等への参加 

         ③担い手への農地利用の集積 

         ④遊休農地の発生防止および解消に向けての調整 

・定 員    １４人 

・報 酬    １４万円（年額） 

 

 

○推進委員に関する事項 

・対 象    農地等の利用最適化の推進に熱意と識見を有し、その職務を適切に

行うことができる人。 

・主たる業務  ①担い手への農地利用の集積 

         ②新規参入の促進 

         ③必要に応じて農業委員会総会及び研修会等への参加 

         ④遊休農地の発生防止および解消に向けての調整 

・定 員    ８人（町内８区域） 

・報 酬    １４万円（年額） 

 

○共通事項 

・募集期間   令和８年１月２０日（火）から令和８年２月２０日（金）まで 

・推薦応募方法 農業委員会事務局又は町ホームページにある推薦、応募様式に必要

事項を記入・押印のうえ、受付期間内に農業委員会事務局（農業振

興課内）まで持参または郵送（消印有効）で提出してください。 

※持参の場合は開庁日の８時３０分から１７時１５分まで 

※郵送の場合 〒７７１－５４９５ 那賀町延野字王子原３１番１ 

       那賀町役場農業委員会事務局（農業振興課内） 

※なお、推進委員の推薦及び募集については、別表の区域ごとの募

集になりますので、ご留意ください。 

（ 裏 面 へ ） 



・任 期   令和８年７月２０日から３年間 

・その他   ①農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできません。 

②推薦、応募の状況について、町ホームページで公表します。推薦、

応募様式にご記入いただきます内容は公表されますので、ご了承く

ださい。※住所、電話番号等法令に定めのない事項は除きます。 

③農業委員は、評価委員会において総合的に評価し町長が決定します。 

④推進委員は、農業委員会において総合的に評価し決定します。 

⑤破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者及び禁錮以上の刑に

処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者、税等の滞納のある者は委員になることができません。 

⑥推薦又は応募により取得した個人情報については、保護・管理に十

分留意するとともに、候補者の選考以外の目的に使用することはあ

りません。 

 

 

お問い合わせ先  那賀町農業委員会事務局（農業振興課内） 

TEL ０８８４－６２－３７７６    


